
様式 １ 公表されるべき事項

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

当法人は、我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育
システムの構築に向けて、国や地方公共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践
を研究するフィールドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行うことができる法人の強み
を生かしながら、 特別支援教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や
教育現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人
一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献することをミッション（使命）としている。こ
の使命を達成するため、国の特別支援教育政策立案及び施策の推進等に寄与する 研究
を行い、研究成果の幅広い普及を図ること、各都道府県等における特別支援教育政策や
教育実践等の推進に寄与する指導者の育成や資質向上に係る支援等を行うこと等の業務
を行っている。当法人で実施している事業のうち研修事業と類似している事業を行う独立行
政法人であり、かつ、職員数が比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。

①独立行政法人教職員支援機構
    令和6年度の法人の長の年間報酬額は18,945千円、理事については16,112千円。
  監事（非常勤）については月額70千円である。

②独立行政法人国立女性教育会館
    令和6年度の法人の長の年間報酬額は14,376千円、理事については13,008千円。
    監事（非常勤）については月額42千円である。

③独立行政法人国立青少年教育振興機構
    令和6年度の法人の長の年間報酬額は18,369千円、理事については14,644千円。
    監事（非常勤）については月額60千円である。

役員の担当業務の実績に係る評価及び研究所の中期計画の達成度又は実施状況等を
客観的評価に基づいて報酬に反映させるべく、役員に支給される賞与である特別手当につ
いては、文部科学大臣が行う研究所の業務の実績についての評価結果及び担当業務に対
する貢献度等を参考にして、その額の１００分の１０の範囲内で増減できることとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び特別手当から構成されている。月
額については、役員給与規程に則り、俸給（794,000円）に特別地域
手当（87,340円）を加算して算出している。特別手当については、役員
給与規程に則り、特別手当基準額（俸給+特別地域手当+（俸給+特別
地域手当）×100分の20+俸給×100分の25を乗じて得た額）に、100
分の175を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者
の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。また、その者の
職務実績に応じ、得られた額の100分の10の範囲内で増額し、又は減
額できることとしている。
  なお、直近では、令和6年度に、一般職給与法に準拠し、俸給月額
の引き上げ（22,000円）及び期末特別手当支給率の引上げ（年間0.05
カ月分）を実施した。

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬支給基準は、月額及び特別手当から構成されている。月
額については、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所役員給
与規程（以下「役員給与 規程」という。）に則り、俸給（933,000円）に特
別地域手当（102,630円）を加算して算出している。特別手当について
は、役員給与規程に則り、特別手当基準額（俸給+ 特別地域手当+
（俸給+特別地域手当）×100分の20+俸給×100分の25を乗じて得た
額）に、100分の175を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間にお
けるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。また、
その者の職務実績に応じ、得られた額の100分の10の範囲内で増額
し、又は減額できることとしている。
  なお、直近では、令和7年度に、一般職の職員の給与に関する法律
等の一部を改正する法律（令和7年法律第89号）（以下、「一般職給与
法」という。）に準拠し、俸給月額の引き上げ（25,000円）及び期末特
別手当支給率の引上げ（年間0.05カ月分）を実施した。
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理事（非常勤） 該当者なし

監事 該当者なし

監事（非常勤） 非常勤役員報酬支給基準は、月額42,000円としている。

２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,090 11,196 5,166
1,232

497
（地域手当）
（通勤手当）

*

千円 千円 千円 千円

15,378 9,528 4,396
1,048

405
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

504 504
（ ）

千円 千円 千円 千円

504 504
（ ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：総額と内訳合計は、千円未満切捨てのため、不一致となっている。

３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当法人では、理事長の報酬月額を指定職4号俸相当として定めてい
るが、指定職4号俸が適用される官職である研究所・試験所の長は当
法人と職務内容・職責が近い。
  こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当であると考え
られる。

法人の長

理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

職員数が比較的同等であり、類似の研修事業を実施し
ている他法人の長の令和6年度の年間報酬額は、14,376
千円～18,945千円であり、公表対象年度の役員報酬規
程を勘案すると、同程度の水準であると推定される。理事
も同様の考え方により、同程度の水準であると推定され
る。職務内容や他法人との比較などを考慮すると、役員
の報酬水準は妥当であると考える。

非常勤の監事を置いている文部科学省所管の独立行政法人の中
でも低 い報酬水準である。 また、業務量の面からも報酬水準は妥当
であると考えられる。

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

当法人では、理事の報酬月額を指定職2号俸相当として定めてい
る。当法人と職務内容・職責が近い独立行政法人の理事と同等の水
準である。

こうした点から、報酬水準は妥当であると考えられる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所役員給与規程の規定によ り、文部科学大

臣が行う業績評価の結果を参考にして、期末特別手当（賞与）の額の100分の10の範囲内
でこれを増額し、又は減額をすることができる。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由

該当者なし

法人の長

理事

該当者なし

法人の長

理事

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は、我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、インクルーシブ教育システム
の構築に向けて、国や地方公共団体、関係機関等と連携・協力しつつ、教育実践を研究するフィー
ルドを有し、実践的な研究と研修を一体的に行うことができる法人の強みを生かしながら、 特別支援
教育を取り巻く国内外の情勢の変化も踏まえた国の政策課題や教育現場の課題に柔軟かつ迅速に
対応する業務運営を行い、もって障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に
貢献することをミッション（使命）としている。この使命を達成するため、国の特別支援教育政策立案及
び施策の推進等に寄与する研究を行い、研究成果の幅広い普及を図ること、各都道府県等における
特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の育成や資質向上に係る支援等を行うこ
と等の業務を行っている。当法人で実施している事業のうち研修事業と類似している事業を行う独立
行政法人であり、かつ、職員数が比較的同等と認められる、以下の法人（①～③）を参考とした。ま
た、研究職員については、文部科学省所管の独立行政法人で人文科学系の研究を行っている、以
下の法人（④、⑤）を参考とした。
①独立行政法人教職員支援機構

令和6年度の事務・技術職員の平均年間給与額は6,733千円（対象人員28人）である。
②独立行政法人国立女性教育会館

令和6年度の事務・技術職員の平均年間給与額は6,074千円（対象人員14人）である。
③独立行政法人国立青少年教育振興機構

令和6年度の事務・技術職員の平均年間給与額は6,464千円（対象人員295人）である。
④独立行政法人国立科学博物館

令和6年度の研究職員の平均年間給与額9,355千円（対象人員56人）である。
⑤独立行政法人国立美術館

令和6年度の研究職員の平均年間給与額9,436千円（対象人員60人）である。

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定に当たっては、一定期間における勤務成績を考慮

職員の給与は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所職員給与規程に則り、基本給（俸給）
及び諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任
手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理
職加算額）に100分の125を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に
応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）
に勤勉手当の支給実施基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

令和7年度は、一般職給与法に準拠し、初任給及び若年層に重点を置いた俸給月額の引き上げ及
び期末手当・勤勉手当支給率の引上げ（年間0.05カ月分）を実施した。また、国家公務員の地域手当
見直しに準拠し、支給率と地域区分を改定した。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

55 48.3 8,149 5,950 167 2,199
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 42.3 6,363 4,637 158 1,726
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 53 9,531 6,965 173 2,566

人 歳 千円 千円 千円 千円

2 63.5 5,324 4,514 300 810
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 63.5 4,627 3,865 235 762
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 63.5 6,022 5,164 365 858

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注２：「再雇用職員」とあるのは、行政執行法人にあっては「再任用職員」とする。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注４：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算
注５：年俸制を導入している法人にあっては、年俸制適用職員を分けて記入する。

事務・技術

研究職種

再雇用職員

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：74人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

事務・技術

研究職種

うち所定内区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：74人
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2：該当者が4人以下の年齢階層については、第1・第3四分位を表示していない。

注3：該当者が2人以下の年齢階層については当該個人に関する情報を特定される恐れのあることから、

平均給与額及び第1・第3四分位を表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員及び再雇用職員を除く。以
下、⑤まで同じ。〕
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

1
1
1
8 52.8 6,539 7,056 5,678
5 42.7 5,841 6,925 5,385
8 27.3 4,852 5,516 4,662

（研究職員）

平均
人 歳 千円

7 61.4 11,637 12,131 10,707
9 56.8 9,471 10,122 8,985

14 47.6 8,373 9,832 6,791
1

注１：該当者が4人以下の職位については、年間給与額の最高～最低を記載しいていない。

注２：該当者が2人以下の職位については、当該個人に関する情報を特定される恐れのあることから、人数以外は記載していな

⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.2 52.2 52.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.8 47.8 47.8

％ ％ ％

         最高～最低 52.1～43.1 52.0～43.2 52.0～43.1

％ ％ ％

54.7 54.9 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.3 45.1 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～42.5 47.4～43.0 47.4～43.1

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

研究部長
研究課長
主任研究員
研究員

区分

管理
職員

一般
職員

平均年齢人員

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ

部長
課長
課長補佐
係長
主任
係員

千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○研究職員

（法人の検証結果）
職員給与規程等は一般職俸給表に準拠している。また、対国家公務員指

数はすべて100を下回っており、給与水準は適正であると考える。

（法人の検証結果）
当法人の研究職員の給与は国家公務員に準拠している。対国家公務員

指数の一部が100を上回っているが、職員構成及び業務の専門性による影
響であり、給与水準は適正と考える。

給与水準の妥当性の
検証

今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。

対国家公務員
指数の状況 ・年齢・学歴勘案 89.3

内容

・年齢・地域・学歴勘案 97.8

・年齢勘案  89.1

・年齢・地域勘案 97.6

項目

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 83.8

・年齢・地域勘案 104.5

・年齢・学歴勘案 85.5

・年齢・地域・学歴勘案 99.0

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

研究職員の対国家公務員指数（年齢・地域勘案）が104.5と100を上回って
いるのは、職員の年齢構成及び特別支援教育に関する専門的知識を有す
る研究職員の割合が高いことによる影響と考えられる。

給与水準の妥当性の
検証

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、他の独立行政法人の給与等を総合的に勘案したうえで、職
員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果
から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設
定に努めていただきたい。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、他の独立行政法人の給与等を総合的に勘案したうえで、職
員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果
から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設
定に努めていただきたい。

講ずる措置
今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 102,835 99,374 95,830 102,563 107,581
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定に当たっては、一定期間における勤
務成績を考慮している。

(A)「給与、報酬等支給総額」：改正給与法に準拠した給与規程の改正等による給与支
給額の増加及び職員数の増加により、対前年度比10.1％増
(B)「退職手当支給額」：勤続年数の長い職員の定年退職により、対前年度比61.5％減
(C)｢非常勤役職員等給与」：非常勤職員数の減少により、対前年度比2.5％減
(D)「福利厚生費」：職員数の増加により、対前年比4.9％増

令和7年度の定年年齢は事務職員が62歳、研究職員が65歳である。令和4年度の改正
により、事務職員は令和13年度、研究職員は令和7年度までにそれぞれ段階的に定年
年齢を65歳まで引き上げる措置を行った。

定年年齢の引上げに伴い、事務職員は60歳、研究職員は63歳に達した日以後の最初
の4月1日以降、それぞれ俸給月額の7割を適用する。また、事務職員については60歳に
達した日以降の最初の4月1日以降、管理監督職の職員は、原則として非管理監督職に
降任する制度を設けている。

47,283 51,366 36,804

79,696 34,818 5,634 31,099

526,023 572,833
給与、報酬等支給総額

557,835 533,962

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

11,969

最広義人件費

35,899
非常勤役職員等給与

678,854 743,299715,436788,574

退職手当支給額

48,208

786,420

福利厚生費

630,971

区 分

（扶養親族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）

月額232,000円 年間給与3,855,202円
○35歳（主任）

月額281,100円 年間給与5,170,186円
○50歳（課長補佐）

月額375,400円 年間給与7,095,046円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子１人に
つき11,500円）を支給
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Ⅴ その他
特になし
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